
密集住宅市街地の課題 客観的基準に基づく地域の選定

地震時の家屋の倒壊や消失

災害時の避難が困難

道路や敷地が狭く、建替えが困難

救急車、消防車などの進入が困難

区 地域名 面積 (ha)

鶴見

市場西中町 6.1

下末吉四丁目 9.1

潮田・本町通 53.1

生麦四 ･ 五丁目 25.0

神奈川

子安通・浦島 7.4

白幡仲町・七島町 28.3

斎藤分町 21.9

六角橋一・二丁目 23.3

西 西戸部町・東久保町 90.9

保土ケ谷 峰岡町 2 丁目 22.3

南

中村 45.2

堀ノ内町 2 丁目 11.8

庚台・清水ケ丘・三春台・伏見町 58.7

井土ケ谷上町 7.5

大岡三丁目 21.6

中

山元町・柏葉 27.3

北方町 8.0

本郷町 3 丁目 16.1

磯子

下町 7.5

上町 7.7

滝頭・磯子 52.9

金沢
寺前一丁目・町屋町・谷津町 94.9

六浦四丁目 13.4

対象地域面積 660ha

いえ・みち まち改善事業対象地域
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横浜市都市整備局

いえ・みち   まち
改善事業
横浜市では、防災上課題のある密集住宅市街地（23 地域、660ha）において、

平成15年度から、住民との協働により、地域の防災性の向上と住環境の改善を図る

「いえ・みち  まち改善事業」を進めています。
●基盤条件

道路、公園などの
公共施設が未整備

●住宅戸数密度条件

80 戸／ ha 以上

●倒壊危険条件

S55 以前の木造建物
棟数率 50％以上

● 延焼危険条件

木造建物棟数率 75％
以上、かつ木造建物の
建ぺい率＊30％以上
　（＊地震マップ震度 7 以上の場合は
　　25％以上）

23 地域
660ha



事業の進め方

都市整備局・区役所・まちづくり支援団体（NPO 等）が連携して支援します。

地域まちづくり推進条例を活用して、
住民協働の防災まちづくりを推進しています。地域の防災情報の

共有

住民と行政は地域の防災情報
を共有し、防災に対する意識
を高めていきます。

防災まちづくりの
活動開始

住民の有志により、「勉強会」
が始まります。
●  活動状況を、まちづくり

ニュース等で周知します。

●  地域の組織づくりの検討を

進めます。

防災まちづくりの
計画づくり

住民が主体的にまちづくり活
動を行う組織として、「まち
づくり協議会」を設立し、そ
の中で、「防災まちづくり計
画」を作成します。

防災まちづくりの
実践

「防災まちづくり計画」に基
づいて、様々な改善方法によ
り、地区の課題を解決してい
きます。

条例手続

狭あい道路
拡幅整備 建替促進 耐震改修

地域独自の
整備

広場・公園の
整備

支　援

グループ登録

活動助成

事業助成

グループ登録（組織認定）により、上限 30 万円／年（助成率 4 ／ 5）

組織認定により、 上限 250 万円／年 （原則、助成率 9 ／ 10）
プラン認定により、上限 500 万円／年（原則、助成率 9 ／ 10）

まちづくり協議会

組織認定 プラン認定

防災まちづくり計画

住宅市街地総合整備事業（国庫補助事業）などにより、きめ細かく
防災性の向上・住環境の改善を進めます。

道路の拡幅整備等、
門・塀・擁壁移設等
の整備

老 朽 化 し た 建 築 物
を、不燃化された共
同住宅等に建替える
場合、費用の一部を
助成
老朽家屋の除却、戸
建て不燃化の費用の
一部を助成

「倒壊する可能性が
ある」住宅の、耐震
改修工事費の一部を
助成

地域まちづくり推進
条例の事業助成を活
用した、雨水タンク・
かまどベンチなど、
地域独自の整備

防災活動や地区住民
のコミュニケーショ
ンの場となるオープ
ンスペース・防火水
槽の整備

事業の実施


